
 令和７年度高砂市成年後見制度地域連携ネットワーク協議会（第２回）議事録【概要】 

日時 令和７年 10 月２日（木）午後２時～午後３時 30 分 
場所 高砂市福祉総合相談センター２階会議室 

                                                

１ 開 会 

２ 協議事項 

（１）次期計画策定について 

３ 報告事項 

（１）各機関からの報告事項について 

４ その他 

５ 閉 会     

                                                 

 

協議事項（１）次期計画の策定について 

〇委員（社会福祉協議会） 

  次年度５月頃に第１回ネットワーク協議会が開催されると思うが、議題にこのアンケート調査の素

案が出てくるのか。また、地域福祉計画が成年後見制度利用促進基本計画の上位の位置づけだと思

うがネットワーク協議会から地域福祉計画の策定委員としての参画を検討しているのか。 

 

〇事務局（市） 

  委員としての参画は検討している。アンケート項目の素案は、令和８年度の１回目になるかと思う。 

 

〇委員（市） 

  アンケート項目の選定について、ネットワーク会議の場で各委員からの意見だけなのか、それとも

それ以外の方法も検討しているのか。 

 

〇事務局（市） 

  第３回のネットワーク会議が２月に開催予定なので、それまでにアンケート項目の案を作成する。

前回との比較も必要なので、案をもとにこの場で議論いただきたい。 

 

○副会長（兵庫県弁護士会） 

  前回のアンケート項目について、誰がどのように決定したのか教えてほしい。 

 

〇事務局（市） 

  計画策定にあたり住民意識調査を実施しているが、それをもとに市地域福祉課が作成した。 

 

○副会長（兵庫県弁護士会） 

  第４期の計画策定にあたって実施したアンケート項目について、第１期から第３期のアンケート項

目を引き継いで実施したのか。 

 

〇事務局（市） 

  基本は前回の項目を引き継いで実施しているが、国のガイドラインがあるのでそれを参考に加筆修

正して作成する。 

 

○副会長（兵庫県弁護士会） 

  前回からの項目を加筆修正するなかに、この会議体で決定した項目を取り入れてもらえるというこ

とで良いか。 

 

〇事務局（市） 

  そのように考えている。 

 

 



○副会長（兵庫県弁護士会） 

  アンケート項目の決定に携われる人がこのネットワーク会議の委員の中にもいるのか。 

 

〇委員（市） 

  地域福祉計画策定については、地域住民の代表や障がい者団体などから参画をいただき意見をだし

てもらっている。保護司会や社会福祉協議会、また市民委員の枠もありネットワーク会議の委員か

らも参画いただいている。 

 

〇委員（権利擁護センターぱあとなあ兵庫） 

  成年後見制度に携わる専門職として、弁護士や司法書士、社会福祉士の参画も必要ではないか。ネ

ットワーク会議の委員が公募枠の代わりに選出されてもよいのではないか。 

 

〇委員（社会福祉協議会） 

  地域福祉計画の中に基本計画を入れるというのであれば、公募枠の代わりにネットワーク会議の会

長若しくは副会長が参画して意見を反映できるようにしてほしい。 

 

〇事務局（市） 

  市としては今と同じ地域福祉計画と利用促進基本計画の合冊という形で考えている。 

  第３回にアンケート項目に関する資料を提示させていただきたい。 

 

 〇会長（成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部） 

  間に合うのであれば先行して委員にアンケート項目に関する資料を示していただきたい。 

 

報告事項（１）各機関の取り組み状況について 

〇会長（成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部） 

  意思決定支援に関する介護支援専門員協会の質問について、各団体の取り組み状況はどうか。 

 

○副会長（兵庫県弁護士会） 

  成年後見制度に関する意思決定支援のガイドラインがあるので、迷ったときはガイドラインを 

  参考に対応している。 

 

〇会長（成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部） 

  ガイドラインについてはもちろん参考にしているが、チームでの意思決定を大事にしている。 

 

〇委員（権利擁護センターぱあとなあ兵庫） 

  社会福祉士会も後見のガイドラインはある。最終的には会議体で決定するようにしている。 

 

 〇オブザーバー（神戸家庭裁判所） 

  意思決定について、保佐人のケースで本人の意思決定を尊重せずに手続きを進めてしまったも 

のがあり問題となったことがある。裁判所としてもきちんとチームで協議したのかどうかを重 

要視している。 

  その他、推薦依頼について、受任者調整会議を経て推薦をいただいたものについて、受任をお 

断わりされたケースもあった。裁判所としても検討会議の意見とずれがある場合もあることを 

書記官、事務官で情報共有していきたい。 

 

〇委員（権利擁護センターぱあとなあ兵庫） 

  社会福祉士会に依頼があったケースだと思うが、検討会議のなかで受任者の調整をした際は問 

  題がなかったが、その後の詳細な調査で状況が変わったため受けることができなくなったもの 

がある。当初は、社会福祉士で問題がなかったが、その後、状況が変わってしまったのでやむ 

を得ないケースだった。 

 

その他について 

 次回、令和７年度第３回ネットワーク協議会を令和８年２月４日（水）14時から開催する。 


